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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第12期

第２四半期連結
累計期間

第13期
第２四半期連結
累計期間

第12期
第２四半期連結
会計期間

第13期
第２四半期連結
会計期間

第12期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 6,659 10,243 3,587 5,351 17,159

経常利益 (百万円) 1,219 2,465 685 1,344 3,247

四半期(当期)純利益 (百万円) 698 1,363 396 750 1,859

純資産額 (百万円) ― ― 5,735 7,793 6,895

総資産額 (百万円) ― ― 9,303 13,473 12,296

１株当たり純資産額 (円) ― ― 15,728.2321,288.4218,845.68

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 1,918.273,726.771,088.092,049.665,099.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 1,902.603,713.231,079.472,042.465,063.11

自己資本比率 (％) ― ― 61.6 57.8 56.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 597 1,323 ― ― 2,461

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △91 △221 ― ― △101

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △308 △462 ― ― △306

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 5,310 7,792 7,160

従業員数 (名) ― ― 233 273 245

(注)  売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業の内容】

　
当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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３ 【関係会社の状況】

　
当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
　
　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

      従業員数（名） 　 273(221)

(注)１　従業員数は、正社員及び準社員の就業人員数であります。

２　臨時雇用者(パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員)は、当第２四半期連結会計期間の平

均人員を(　)外数で記載しております。

３　連結子会社である株式会社スタートトゥデイコンサルティングの従業員はおりません。

　
　
(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

      従業員数（名） 　 273(221)

(注)１　従業員数は、正社員及び準社員の就業人員数であります。

２　臨時雇用者(パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員)は、当第２四半期会計期間の平均人

員を(　)外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第２四半期連結会計期間における仕入実績を示すと、次のとおりであります。

　なお、当社グループは、EC事業の単一セグメントのため、事業部門別に記載しております。

事業部門 仕入高（百万円） 前年同四半期比（％）

ストア企画開発事業 1,961 ＋2.0

合計 1,961 ＋2.0

(注) １ 生産及び受注については、該当実績がないため、記載しておりません。当社グループ主要事業に係る

仕入実績を記載しております。

２ ストア運営管理事業及びその他については仕入が発生しておりませんので、記載しておりません。

３ 金額は、仕入価格によっております。

４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　

　
(2) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。

　なお、当社グループは、EC事業の単一セグメントのため、事業部門別に記載しております。

事業部門
商品取扱高

（百万円）

前年同四半期比

（％）

売上高

（百万円）

前年同四半期比

（％）

ストア企画開発事業 2,865　 ＋25.0 2,865 ＋25.0

ストア運営管理事業 9,275 ＋83.1 2,348 ＋92.0

その他 － － 137 ＋90.0

合計 12,141 ＋65.0 5,351 ＋49.2

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は記載しておりません。

販売の相手先は主に一般消費者であり（販売代金の回収業務をヤマトフィナンシャル㈱及びGMOペ

イメントゲートウェイ㈱に委託）、相手先別販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上

を占める取引先がないためであります。

　

　
２ 【事業等のリスク】

　
当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

　
 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　
(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速感の高まりなどからの急激な円高の

進行、世界経済の減速、エコカー減税・補助金制度などの景気対策効果の息切れが重なり、景気の先行きに

対し不透明感が強まっております。当社グループが軸足を置く衣料品小売業界におきましても、雇用や所得

への不安から生活防衛意識が高まり、消費者の購買心理は依然として低迷を続け、引き続き厳しい経営環境

にありました。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、当連結会計年度を革命の一年と位置づけ、主力のEC事

業により一層注力してまいりました。当第２四半期連結会計期間におきまして、ストア企画開発事業での取

扱ブランドをテナント化する事業計画のなかで16ショップ同時オープンをはじめ、ハイエンドなブランド

を取扱うショップなど合計42ショップの出店、前期より実施しておりますテレビコマーシャルをはじめと

した積極的な広告宣伝の実施、並びに在庫管理の効率化、販売機会ロスの防止及び顧客満足度の向上を図る

ために一部取引先との在庫連動の開始など、お客様の認知度の向上と提供するサービスの更なる強化を

図ってまいりました。これら施策の効果や好調であった夏季セールにより、商品取扱高を順調に増加させる

ことができましたが、会員数に関しましては、計画を下回る結果となりました。

平成22年９月末時点の会員数は2,442千人（前連結会計年度末比413千人増）、同様にアクティブ会員(注

１)数は973千人（同172千人増）となっております。　

また、メーカー自社EC支援事業(注２)におきましては、ホームページとECサイトが一体となった「ROSE

BUD」の自社ECサイト支援業務を新規に獲得することができました。

　

以上の結果、売上高は5,351百万円と前年同期比1,764百万円（前年同期比49.2％増）の増収、営業利益は

1,342百万円と前年同期比661百万円（前年同期比97.1％増）の増益、経常利益は1,344百万円と前年同期比

658百万円（前年同期比96.0％増）の増益、四半期純利益は750百万円と前年同期比353百万円（前年同期比

89.2％増）の増益となりました。

　

(注１) アクティブ会員：過去１年以内に１回以上購入した会員

(注２) メーカー自社EC支援事業：当社ECサイト「ZOZOTOWN」運営のために構築している自社システム、

物流インフラを活用し、アパレルメーカーが独自に運営するECサイトのシステム開発、デザイン制

作、物流請負、マーケティング支援など、必要に応じて各種フルフィルメント関連業務を支援するも

のであります。当該受託事業は、当社グループの将来戦略の一つである収益モデルの多角化の一環と

して行うものであり、ファッション関連マーケットにおけるBtoB領域への事業展開の端緒となるも

のであります。
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セグメントの業績については、当社グループはEC事業のみの単一セグメントのため、記載を省略してお

ります。

　

なお、事業部門別の業績は、次のとおりであります。

　
① ストア企画開発事業

平成22年９月末現在、ストア企画開発事業では47ショップを運営しており、当第２四半期連結会計期間

の売上高は2,865百万円と前年同期比573百万円（前年同期比25.0％増）の増収、売上高全体に占める割

合は53.5％（前年同期63.9％）となりました。

　また、同期間における商品取扱高（販売価格ベース）は、商品売上高と同額となりますが、商品取扱高全

体に占める割合は23.6％（前年同期31.2％）となりました。

　
② ストア運営管理事業

平成22年９月末現在、ストア運営管理事業では164ショップを運営しており、当第２四半期連結会計期

間の売上高は2,348百万円と前年同期比1,124百万円（前年同期比92.0％増）の増収、売上高全体に占め

る割合は43.9％（前年同期34.1％）となりました。

　また、同期間における商品取扱高（販売価格ベース）は9,275百万円と前年同期比4,209百万円（前年同

期比83.1％増）の増収、商品取扱高全体に占める割合は76.4％（前年同期68.8％）となりました。

　
　メーカー自社EC支援事業につきましては、平成22年９月末現在、８件の受託業務を行っておりますが、金

額(売上高及び商品取扱高)が僅少なため、上記ストア運営管理事業の数値に含めております。

　

③ その他

その他の売上として、メディア事業、カード事業及び初期出店料等がありますが、当第２四半期連結会

計期間におけるその他の売上高は137百万円と前年同期比65百万円（前年同期比90.0％増）の増収、売上

高全体に占める割合は2.6％（前年同期2.0％）となりました。

　
　
(2) 財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.5％増加し、12,437百万円と

なりました。これは、現金及び預金が632百万円増加、売掛金が138百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて23.8％増加し、1,036百万円となりました。これは、工具器具及

び備品が53百万円増加、関係会社株式が92百万円増加したことなどによります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて9.6％増加し、13,473百万円となりました。

　

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.9％増加し、5,269百万円とな

りました。これは、未払金が90百万円減少、未払法人税等が65百万円増加、受託販売預り金が144百万円増加

したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて47.0％増加し、411百万円となりました。これは、資産除去債務と

して新たに93百万円を計上したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、5,680百万円となりました。

　

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて13.0％増加し、7,793百万円とな

りました。これは、当四半期純利益の増加による利益剰余金の増加1,363百万円、剰余金の配当による減少

464百万円等によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前四半期連結

会計期間末より20.7％増加し、7,792百万円となりました。

　
当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果増加した資金は1,524百万円(前年同期の増加した

資金751百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,283百万円の計上によるるもの

であります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果減少した資金は115百万円(前年同期の減少した資

金41百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出89百万円があったことによるも

のであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果減少した資金は72百万円(前年同期の増加した資

金0.7百万円)となりました。これは、主に配当金の支払額73百万円があったことによるものであります。

　

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　
　
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
　
(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。

　

EDINET提出書類

株式会社スタートトゥデイ(E05725)

四半期報告書

 8/37



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

　　　　　　　　   　普通株式 1,430,400

計 1,430,400

　
② 【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数（株）

(平成22年９月30日)

提出日現在発行数（株）

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 365,988 366,024
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式制度を採用し

ておりません。

計 365,988 366,024 － －

(注)１　提出日現在の発行数には、平成22年11月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の

　　　行使により発行された株式数は、含まれておりません。

　２　普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株

　　式であります。

　
　
(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

①　平成18年３月１日臨時株主総会決議、平成18年３月16日取締役会決議により付与した新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個）　(注)１、２ １

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　(注)１、２ 900

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注)２、３ 667

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月２日

至　平成28年３月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）　(注)２

発行価格　　667

資本組入額　334

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者（以下新株予約権者と

いう）は、新株予約権の行使時においても当社の取締

役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は

この限りではない。

　また、新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めな

いものとする。

　その他の条件については、平成18年３月１日臨時株主

総会決議及び平成18年３月16日取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約

権割当契約に定めるところによる。
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新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要す

るものとする。

　質入または担保に供するなどの処分はできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注)１　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失

したものを減じた数であります。

２　平成18年７月19日開催の取締役会決議により、平成18年９月６日をもって普通株式１株を10株、平

成19年８月15日開催の取締役会決議により、平成19年９月８日をもって普通株式１株を３株、平成21

年１月29日開催の取締役会決議により、平成21年３月１日をもって普通株式１株を３株に分割して

おります。これにより記載内容は調整後の内容を記載しております。

３　行使価額は、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　
新株予約権発行後、当社が調整前の行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する

自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。）を

行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ×

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数　＋　新規発行株式数（又は処分する自己株式数）

　
また、その時点における行使価額を下回る価額により新株式の発行または自己株式の移転を受け

ることができる新株予約権または新株予約権が付された新株予約権付社債の発行が行われる場合に

も上記調整式によって調整される。新株予約権発行後、当社が資本減少を行う場合その他の場合にお

いて、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額

の調整を行うものとする。
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　会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

②　平成18年９月７日臨時株主総会決議、平成18年９月28日取締役会決議により付与した新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個）　(注)１、２ 14

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　(注)２、３ 126

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注)３、４ 2,889

新株予約権の行使期間
自　平成20年９月29日

至　平成28年９月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）　(注)３

発行価格　　2,889

資本組入額　1,445

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者（以下新株予約権者と

いう）は、新株予約権の行使時においても当社の取締

役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は

この限りではない。 

　また、新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めな

いものとする。 

　その他の条件については、平成18年９月７日臨時株主

総会決議及び平成18年９月28日取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約

権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要す

るものとする。 

　質入または担保に供するなどの処分はできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５

(注)１　臨時株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は900個であり、平成18年９月28日開催の取

締役会決議において537個を付与しております。

２　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失

したものを減じた数であります。

３　平成19年８月15日開催の取締役会決議により、平成19年９月８日をもって普通株式１株を３株、平

成21年１月29日開催の取締役会決議により、平成21年３月１日をもって普通株式１株を３株に分割

しております。これにより記載内容は調整後の内容を記載しております。

４　行使価額は、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
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新株予約権発行後、当社が調整前の行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する

自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。）

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ×

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数　＋　新規発行株式数（又は処分する自己株式数）

　

また、その時点における行使価額を下回る価額により新株式の発行または自己株式の移転を受け

ることができる新株予約権または新株予約権が付された新株予約権付社債の発行が行われる場合に

も上記調整式によって調整される。新株予約権発行後、当社が資本減少を行う場合その他の場合にお

いて、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額

の調整を行うものとする。

５　組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力

発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するも

のとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。

ⅰ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予

約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、一定の要件に該当する株式の種類及び数に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘

案の上調整した再編後行使価格にⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を

乗じて得られる金額とする。

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

一定の要件に該当する期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再

編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、一定の要件に該当する期間に定める新株予約権

を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使の条件

一定の要件に該当する行使条件に準じて決定する。

ⅶ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す

る事項

一定の要件に該当する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
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ⅷ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

ⅸ　新株予約権の取得条項

一定の要件に該当する新株予約権の取得に準じて決定する。

　
　

③　平成18年９月７日臨時株主総会決議、平成19年１月18日取締役会決議により付与した新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在

(平成22年９月30日)

新株予約権の数（個）　(注)１ 23

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　(注)２ 207

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注)２、３ 2,889

新株予約権の行使期間
自　平成21年１月19日

至　平成28年９月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）　(注)２

発行価格　　2,889

資本組入額　1,445

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者（以下新株予約権者と

いう）は、新株予約権の行使時においても当社の取締

役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は

この限りではない。

　また、新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めな

いものとする。

　その他の条件については、平成18年９月７日臨時株主

総会決議及び平成19年１月18日取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約

権割当契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要す

るものとする。

　質入または担保に供するなどの処分はできない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４

(注)１　臨時株主総会決議により承認を受けた新株予約権の数は900個であり、平成19年１月18日開催の取

締役会決議において48個を付与しております。

２　平成19年８月15日開催の取締役会決議により、平成19年９月８日をもって普通株式１株を３株、平

成21年１月29日開催の取締役会決議により、平成21年３月１日をもって普通株式１株を３株に分割

しております。これにより記載内容は調整後の内容を記載しております。
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３　行使価額は、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
　

新株予約権発行後、当社が調整前の行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する

自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行または自己株式を処分する場合を除く。）

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ×

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数（又は処分する自己株式数）

　

また、その時点における行使価額を下回る価額により新株式の発行または自己株式の移転を受け

ることができる新株予約権または新株予約権が付された新株予約権付社債の発行が行われる場合に

も上記調整式によって調整される。新株予約権発行後、当社が資本減少を行う場合その他の場合にお

いて、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額

の調整を行うものとする。

４　組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力

発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するも

のとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に

限るものとする。

ⅰ　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予

約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、一定の要件に該当する株式の種類及び数に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘

案の上調整した再編後行使価格にⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を

乗じて得られる金額とする。
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ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

一定の要件に該当する期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再

編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、一定の要件に該当する期間に定める新株予約権

を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使の条件

一定の要件に該当する行使条件に準じて決定する。

ⅶ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す

る事項

一定の要件に該当する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。

ⅷ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

ⅸ　新株予約権の取得条項

一定の要件に該当する新株予約権の取得に準じて決定する。

　
　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成22年７月１日～

平成22年９月30日

(注)１,２

126 365,988 364 1,358,355 363 1,326,552

(注)１　新株予約権の行使による増加であります。

２　当第２四半期会計期間末日後、本四半期報告書提出日までの間に新株予約権の行使があり、発行済

株式総数残高36株、資本金残高234千円及び資本準備金残高233千円、それぞれ増加しております。
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

前澤　友作 千葉県千葉市美浜区 196,501 53.69

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号 (注)1　16,947 4.63

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号 (注)1　12,485 3.41

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.
A. LONDON SECS LENDING
OMNIBUS ACCOUNT
 
(常任代理人)
株式会社みずほコーポレート
銀行決済営業部

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON
EC2P 2HD, ENGLAND
 

 
東京都中央区月島4丁目16番13号
 

12,425 3.39

GOLDMAN, SACHS & CO. REG
 
(常任代理人)
ゴールドマン・サックス証券株
式会社

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
 

東京都港区六本木6丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー

11,961 3.26

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
 
(常任代理人)
株式会社みずほコーポレート銀
行決済営業部

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A
 

東京都中央区月島4丁目16番13号
 

9,870 2.69

J.P. MORGAN CLEARING CORP-SEC
 
(常任代理人)
シティバンク銀行株式会社

ONE METROTECH CENTER NORTH, BROOKLYN,
NY 11201
 
東京都品川区東品川2丁目3番14号
 

8,153 2.22

山田　潤 千葉県千葉市美浜区 7,351 2.00

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY
 
(常任代理人)
香港上海銀行東京支店

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
 

東京都中央区日本橋3丁目11番1号

7,343 2.00

NORTHERN TRUST CO. AVFCRE
FIDELITY FUNDS
 
(常任代理人)
香港上海銀行東京支店

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT, UK
 

東京都中央区日本橋3丁目11番1号

7,255 1.98

計 ― 290,291 79.32

(注)  １　すべて信託業務に係るものであります。

 ２　フィデリティ投信株式会社及びその共同保有者であるエフエムアールエルエルシー(FMR LLC)か

ら平成22年８月20日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)及び同報告書に

係る訂正報告書により平成22年８月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けており

ますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主の状況には含まれておりません。

　なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号　城山

トラストタワー
23,347 6.38

エフエムアールエルエルシー
(FMR LLC)

米国 02109 マサチューセッツ州ボスト
ン、デヴォンシャー・ストリート82

10,165 2.78
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３　コロンビア・ワンガー・アセット・マネジメント・エルピー(平成22年５月にコロンビア・ワン

ガー・アセット・マネジメント・エルエルシーに名称変更)及びその共同保有者であるメリルリ

ンチ・インターナショナルから平成22年５月12日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書

により平成22年４月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主

の状況には含まれておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

コロンビア・ワンガー・ア

セット・マネジメント・エル

ピー

アメリカ合衆国 60606 イリノイ州シカ

ゴ市ウエスト・モンロー・ストリート

227 スイート3000

18,000 4.92

メリルリンチ・インターナ
ショナル

Merrill Lynch Financial Centre 2
King Edward Street London EC 1A1HQ
United Kingdom

614 0.16
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成22年９月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 365,988 365,988
権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 　 365,988 ― ―

総株主の議決権 ― 365,988 ―

　
　

② 【自己株式等】

(平成22年９月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　
　
　
　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年

４月 ５月 ６月
 
７月
 

 
８月
 

 
９月
 

最高(円) 229,000232,000260,000298,000277,800249,500

最低(円) 168,000179,900198,800236,100205,800200,000

(注)　株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四

半期レビューを受けております。

　  なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７

月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,292,220 6,660,047

売掛金 2,920,909 2,782,548

有価証券 500,000 500,000

商品 1,158,468 1,114,732

その他 565,809 401,904

流動資産合計 12,437,408 11,459,232

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 464,226

※1, ※2
 403,105

無形固定資産 78,782 51,207

投資その他の資産 493,440 382,970

固定資産合計 1,036,449 837,283

資産合計 13,473,858 12,296,516

負債の部

流動負債

買掛金 712,983 742,665

受託販売預り金 2,428,494 2,283,966

未払法人税等 1,114,858 1,048,952

賞与引当金 94,732 92,026

ポイント引当金 291,275 234,813

その他 ※3
 627,099

※3
 718,885

流動負債合計 5,269,444 5,121,309

固定負債

退職給付引当金 190,763 164,904

役員退職慰労引当金 126,256 114,622

資産除去債務 93,996 －

固定負債合計 411,015 279,526

負債合計 5,680,460 5,400,836

純資産の部

株主資本

資本金 1,358,355 1,357,861

資本剰余金 1,326,552 1,326,058

利益剰余金 5,110,206 4,211,193

株主資本合計 7,795,114 6,895,113

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,809 △1,889

評価・換算差額等合計 △3,809 △1,889

新株予約権 2,093 2,457

純資産合計 7,793,398 6,895,680

負債純資産合計 13,473,858 12,296,516
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 ※1
 6,659,289

※1
 10,243,812

売上原価 ※2
 2,699,194

※2
 3,628,138

売上総利益 3,960,094 6,615,674

販売費及び一般管理費 ※3
 2,749,341

※3
 4,147,422

営業利益 1,210,752 2,468,251

営業外収益

受取利息 6,901 5,615

受取配当金 820 489

その他 1,336 1,938

営業外収益合計 9,057 8,044

営業外費用

株式交付費 19 －

為替差損 － 7,812

持分法による投資損失 － 2,854

営業外費用合計 19 10,666

経常利益 1,219,791 2,465,629

特別損失

固定資産除却損 － 60,859

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,440

特別損失合計 － 83,299

税金等調整前四半期純利益 1,219,791 2,382,329

法人税、住民税及び事業税 568,732 1,096,875

法人税等調整額 △47,543 △78,090

法人税等合計 521,188 1,018,785

四半期純利益 698,602 1,363,543
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 ※1
 3,587,838

※1
 5,351,874

売上原価 ※2
 1,453,547

※2
 1,734,655

売上総利益 2,134,291 3,617,218

販売費及び一般管理費 ※3
 1,453,266

※3
 2,274,913

営業利益 681,024 1,342,304

営業外収益

受取利息 4,074 3,304

その他 676 1,595

営業外収益合計 4,750 4,900

営業外費用

株式交付費 4 －

持分法による投資損失 － 2,675

その他 － 413

営業外費用合計 4 3,088

経常利益 685,771 1,344,116

特別損失

固定資産除却損 － 60,859

特別損失合計 － 60,859

税金等調整前四半期純利益 685,771 1,283,256

法人税、住民税及び事業税 286,436 441,585

法人税等調整額 2,961 91,653

法人税等合計 289,397 533,238

四半期純利益 396,373 750,018
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,219,791 2,382,329

減価償却費 58,735 64,610

固定資産除却損 － 60,859

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,555 2,705

ポイント引当金の増減額（△は減少） 36,544 56,462

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,021 25,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,100 11,633

受取利息及び受取配当金 △7,721 △6,105

為替差損益（△は益） － 7,720

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22,440

売上債権の増減額（△は増加） △430,035 △138,361

たな卸資産の増減額（△は増加） △463,057 △47,373

仕入債務の増減額（△は減少） 291,658 △29,681

受託販売預り金の増減額(△は減少) 454,142 144,528

未払金の増減額（△は減少） 45,791 △106,914

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,837 △22,697

その他 △14,241 △84,582

小計 1,230,446 2,343,433

利息及び配当金の受取額 7,634 5,983

法人税等の支払額 △640,794 △1,025,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 597,286 1,323,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △87,742 △97,671

無形固定資産の取得による支出 △1,848 △25,083

関係会社株式の取得による支出 － △95,150

敷金の差入による支出 △493 －

その他 △1,080 △3,468

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,164 △221,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 968 624

配当金の支払額 △309,460 △463,249

財務活動によるキャッシュ・フロー △308,491 △462,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △7,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197,629 632,172

現金及び現金同等物の期首残高 5,113,086 7,160,047

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,310,716

※
 7,792,220
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　
　
　
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

(持分法の適用に関する事項の変更)

(1) 持分法適用関連会社の変更

第１四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した株式会社クラウンジュエルを持分法の適用の範

囲に含めております。

(2) 変更後の持分法適用関連会社の数

１社

　
　(会計処理基準に関する事項の変更)

　「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３

月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３

月31日)を適用しております。

　　　 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

3,785千円、3,785千円、26,225千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は93,607千円であります。

　
　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　
　
　
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末

（平成22年９月30日）

前連結会計年度末

（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

372,295千円 318,486千円

※２　未利用地72,100千円が含まれております。 ※２　未利用地72,100千円が含まれております。
　
　

※３　消費税等の取扱 ※３　消費税等の取扱

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、金額

的に重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、金　　

額的に重要性が乏しいため、流動負債の「その　　

他」に含めて表示しております。

 

４　資金調達の安定化を図るため、取引銀行１行と　　当

座貸越契約を締結しております。

４　資金調達の安定化を図るため、取引銀行１行と　　当

座貸越契約を締結しております。

　当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契

約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま　　

す。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

 

　 　
　　当座貸越極度額　　　　　　　　　1,000,000千円 　　当座貸越極度額　　　　　　　　　　600,000千円

　　借入実行残高　　　　　　　　　　　　　 －千円 　　借入実行残高　　　　　　　　　　　　　 －千円

　　差引額　　　　　　　　　　　　　1,000,000千円 　　差引額　　　　　　　　　　　　　　600,000千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日 

　　至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
　　至　平成22年９月30日）　

※１　売上高の内訳は次のとおりであります。 

 

商品売上高　　　　　　　　　　　4,196,421千円 

受託販売手数料　　　　　　　　  2,334,129千円 

その他　　　　　　　　　　　　　  128,738千円

合計　　　　　　　　　　 　　　 6,659,289千円

 

※１　売上高の内訳は次のとおりであります。

 

商品売上高　　　　　　　　　 　 5,554,231千円

受託販売手数料　　　　　　　 　 4,494,026千円

その他　　　　　　　　　　　 　　 195,555千円

合計　　　　　　　　　　　　 　10,243,812千円

 

　受託販売にかかる商品取扱高（販売価格ベース）

は次のとおりであります。

 

受託販売分　　　　　　　　　　　 9,743,567千円

 

　受託販売にかかる商品取扱高（販売価格ベース）

は次のとおりであります。 

 

受託販売分　　　　　　　　　　 17,821,007千円 

 

　上記に自社販売の商品売上高を合算したEC事業全

体の商品取扱高（販売価格ベース）は次のとおりで

あります。

 

EC事業全体　　　　　　　　　　 13,939,988千円

 

　上記に自社販売の商品売上高を合算したEC事業全

体の商品取扱高（販売価格ベース）は次のとおりで

あります。

 

EC事業全体　　　　　　　 　　　23,375,239千円

 

※２　売上原価の中には、商品評価損128,083千円が含ま

れおります。

 

※２　売上原価の中には、商品評価損235,741千円が含ま

れおります。 

 

※３「販売費及び一般管理費」の主な費用及び金額

 

　　賞与引当金繰入額　　 　　　　　　　86,139千円

　　退職給付費用　　　　　　　　　　   43,888千円

　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　 12,100千円

　　

※３「販売費及び一般管理費」の主な費用及び金額

 

　　賞与引当金繰入額　　　　　 　  　 94,732千円

　　退職給付費用　　　　　　　 　　 　34,342千円

　　役員退職慰労引当金繰入額　 　 　  11,633千円

　　ポイント販売促進費　　　　　  　 274,769千円
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日 

　　至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
　　至　平成22年９月30日）　

※１　売上高の内訳は次のとおりであります。 

 

商品売上高　　　　　　　　　　　2,292,072千円 

受託販売手数料　　　　　　　　  1,223,361千円 

その他　　　　　　　　　　　　　   72,405千円

合計　　　　　　　　　　 　　　 3,587,838千円

 

※１　売上高の内訳は次のとおりであります。

 

　商品売上高　　　　　　 　　 　2,865,933千円

　受託販売手数料　　　　 　 　　2,348,341千円

　その他　　　　　　　　 　　　　 137,598千円

　合計　　　　　　　　 　　　　 5,351,874千円

 

　受託販売にかかる商品取扱高（販売価格ベース）

は次のとおりであります。

 

受託販売分　　　　　　　　　　　 5,065,813千円

 

　受託販売にかかる商品取扱高（販売価格ベース）

は次のとおりであります。 

 

受託販売分　　　　　　　 　　   9,275,392千円 

 

　上記に自社販売の商品売上高を合算したEC事業全

体の商品取扱高（販売価格ベース）は次のとおりで

あります。

 

EC事業全体　　　　　　　　　　  7,357,885千円

 

　上記に自社販売の商品売上高を合算したEC事業全

体の商品取扱高（販売価格ベース）は次のとおりで

あります。

 

EC事業全体　　　　　　 　　  　12,141,326千円

 

※２　売上原価の中には、商品評価損102,195千円が含ま

れおります。

 

※２　売上原価の中には、商品評価損203,212千円が含ま

れおります。 

 

※３「販売費及び一般管理費」の主な費用及び金額

 

　　賞与引当金繰入額　　 　　　　　　　44,739千円

　　退職給付費用　　　　　　　　　　   25,837千円

　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　  6,157千円

　　

 

※３「販売費及び一般管理費」の主な費用及び金額

 

　　賞与引当金繰入額　　　　　 　　 　46,000千円

　　退職給付費用　　　　　　　　　 　 18,914千円

　　役員退職慰労引当金繰入額　　 　　　5,475千円

　　ポイント販売促進費　　　　　 　　134,121千円

　　広告宣伝費　　　　　　　　　 　　465,639千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日 

　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日

　　至　平成22年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

 

現金及び預金　　　　　　　　　　 4,810,716千円

有価証券　　　　　　　　　　　　   500,000千円

現金及び現金同等物　　　　　　　 5,310,716千円

 
　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

 

現金及び預金　　　　　　　　　　7,292,220千円

有価証券　　　　　　　　　　　　　500,000千円

現金及び現金同等物　　　　　　　7,792,220千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月

１日　至　平成22年９月30日）

　
１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式（株） 365,988

　
　
２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　
　
３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名 内訳 目的となる株式の種類
目的となる株式の数

（株）

当第２四半期

連結会計期間末残高

（千円）

提出会社

ストック・オプ

ションとしての第

３回新株予約権

－ － 2,093

　
　
４．配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月26日

定時株主総会
普通株式 464,530 1,270平成22年３月31日平成22年６月28日 利益剰余金

　
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、

    配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項はありません。

　
　
５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

　

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるEC事業の割合が、いずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　
前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるEC事業の割合が、いずれも90％を超えるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

在外子会社及び重要な海外支店がないため、記載を省略しております。

　
前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

在外子会社及び重要な海外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　
前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

【セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）及び

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

当社グループは、EC事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

　　(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

　

(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。
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(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

がありません。

　
　
　
(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　
　
　
(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はあり

ません。

　
　
　
（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

　

(資産除去債務関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

　

　

(賃貸等不動産関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末

(平成22年９月30日)

前連結会計年度末

（平成22年３月31日）

21,288.42円 18,845.68円

　
(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末

（平成22年９月30日）

前連結会計年度末

（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 7,793,398 6,895,680

普通株式に係る純資産額（千円） 7,791,305 6,893,223

差額の主な内訳（千円）

  新株予約権
2,093 2,457

普通株式の発行済株式数（株） 365,988 365,772

普通株式の自己株式数（株） － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（株）
365,988 365,772

　
　
　

２. １株当たり四半期純利益金額等

　　第２四半期連結累計期間

前第２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　　至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日

　　至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　 1,918.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,902.60円

１株当たり四半期純利益金額　　　　 　 3,726.77円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,713.23円

　
(注)１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目

前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 698,602 1,363,543

普通株式に係る四半期純利益（千円） 698,602 1,363,543

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 364,184 365,878

四半期純利益調整額（千円） － －

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算

定に用いられた普通株式増加数(株)

　新株予約権

2,999 1,334

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜

在株式について前連結会計年度末から重要な変動

がある場合の概要

－ －
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期会計期間

（自　平成21年７月１日

　　至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日

　　至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　 1,088.09円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,079.47円

１株当たり四半期純利益金額　　　　 　 2,049.66円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,042.46円

　
(注) １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 396,373 750,018

普通株式に係る四半期純利益(千円) 396,373 750,018

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 364,283 365,923

四半期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算

定に用いられた普通株式増加数(株)

　新株予約権

2,909 1,290

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜

在株式について前連結会計年度末から重要な変動

がある場合の概要

― ―

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

（リース取引関係）

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第２四半期連結会計期間におけるリース取

引残高に著しい変動が認められないため、記載しておりません。

　

　
２ 【その他】

　
　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月11日

株式会社スタートトゥデイ

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    浅野　俊治   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    伊藤　俊哉　 印

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社スタートトゥデイの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スタートトゥデイ及び連結子会社の

平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上　 

 

　
　
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月10日

株式会社スタートトゥデイ

取締役会  御中

　

有限責任　あずさ監査法人

　

指定有限責任
社員
業務執行社員

　 公認会計士    浅野　俊治　  印

　

指定有限責任
社員
業務執行社員

　 公認会計士    伊藤　俊哉　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社スタートトゥデイの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明するこ

とにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スタートトゥデイ及び連結子会社の

平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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